
 

 

                                                         令和  年  月  日 

 

「指定介護老人福祉施設」重要事項説明書 

 

 

当施設は介護保険の指定を受けています。 

（和歌山県指定 第3072100146号） 

 

 

  当施設はご契約者に対して指定介護福祉施設サービスを提供します。施設の概要や提供される

サービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。 

 

 ※当施設への入所は、原則として要介護認定の結果「要介護」と認定された方が対象

となります。要介護認定をまだ受けていない方でも入所は可能です。 
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１．設置主体 

（１）組 合 名     御坊日高老人福祉施設事務組合 

（２）組合所在地     和歌山県日高郡美浜町大字和田１１３８番地の１８０ 

（３）電 話 番 号          ０７３８－２３－３４７８ 

（４）代表者氏名     管理者 籔内 美和子 

（５）設 立 年 月          昭和２５年１０月１２日 



 

 

 

２．ご利用施設 

（１）施 設 の 種 類    指定介護老人福祉施設 

（２）施 設 の 目 的    介護福祉施設サービスを提供する施設   

（３）施 設 の 名 称    特別養護老人ホーム ときわ寮梅の里 

（４）施 設 の 所 在 地   和歌山県日高郡みなべ町滝４３７番地 

（５）入 所 定 員    ６０人 

（６）施設長(管理者)氏名    立花 太一 

（７）当 施 設 の 運 営 方 針    当施設は、施設のサービス計画に基づき、可能な限り居

宅における生活への復帰を念頭において、入浴、排泄、

食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の世話、機能

訓練、健康管理および療養上の世話を行うことにより、

ご利用者がその有する能力に応じた自立した日常生活を

営むことができるようになることを目指します。 

事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医

療・福祉サービスとの緊密な連携を計り、相互的なサー

ビスに努めます。 

（８）開 設 年 月    平成 ３年８月１日 

（９）電 話 番 号    ０７３９－７５－２６１８ 

（10）Ｆ Ａ Ｘ 番 号  ０７３９－７５－２６５１ 

（11）電 子 メ ー ル  tokiwaum＠dream.ocn.ne.jp 

（12）ホ ー ム ペ ー ジ  http://tokiwa-roujin.jp/ 

 

３．居室等の概要 

  当施設では以下の居室・設備をご用意しています。 

居室・設備の種類  室 数  備 考 

居 室  

４人室  １１室   

３人室   ２室   

２人室   ５室   

浴   室  ２室 一般浴槽、特殊浴槽があります  

静 養 室  ２室  

医 務 室  １室  

機能訓練室  １室 １階  

ホ ー ル  ２室 １階に１箇所 ２階に１箇所  

  ※ 上記は、厚生労働省が定める基準により、指定介護老人福祉施設に必置が義務づけ

られている施設・設備です。この施設・設備の利用にあたって、ご契約者に別に定め

る居住に係る利用料金をご負担いただきます。 

http://tokiwa-roujin.jp/


 

 

  ☆ 居室の変更：ご契約者から居室の変更希望の申し出があった場合は、居室の空き状

況により施設でその可否を決定します。また、ご契約者の心身の状況により居室を変

更する場合があります。 

 ☆ 居室に関する特記事項 

     トイレは、各階に設置しています。 

 

４．職員の配置状況 

 当施設では、ご契約者に対して指定介護福祉施設サービスを提供する職員として、以下

の職種の職員を配置しています。 

<主な職員の配置状況>※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

        職    種 常 勤 非常勤 指 定 基 準

１．施設長（管理者） １名  １名 

 ２．介 護 職 員          ２０名 ３名 ２１名 

 ３．生 活 相 談 員          １名  １名 

 ４．看 護 職 員          ６名（兼務） １名 ３名 

 ５．機 能 訓 練 指 導 員          １名  １名 

 ６．介 護 支 援 専 門 員          １名  １名 

 ７．医 師                 １名 1名 

 ８．管 理 栄 養 士 １名  １名 

 ９．歯 科 衛 生 士 １名  １名 

     ※常勤換算：職員それぞれの週あたりの勤務延時間数の総数を当施設における 

        常勤職員の所定勤務時間数（例：週３８時間４５分）で除した数です。 

                （例）週７時間４５分勤務の介護職員が５名いる場合、常勤換算では、 

                    １名（７時間４５分×５名÷３８時間４５分＝１名）となります。 

<主な職種の勤務体制> 

職 種 
勤 務 体 制 

（標準的な時間帯における最低配置人員） 

介 護 職 員  

早朝： ６：４５～  ９：００  ４名 

日中： ９：００～１７：４５  ７名 

夜間：１７：４５～ ６：４５  ３名 

看 護 職 員  日中： ９：００～１７：４５  ３名 

機能訓練指導員 毎週月曜日から金曜日 理学療法士（専従） 

管 理 栄 養 士 日中： ９：００～１７：４５  １名 

歯 科 衛 生 士 日中： ９：００～１７：４５  １名 



 

 

医 師 
嘱託医師  週３回 

月・水・金曜日  １３：００～ １４：００ 

５．当施設が提供するサービスと利用料金 

 当施設では、ご契約者に対して以下のサービスを提供します。 

 当施設が提供するサービスについて 

（１）利用料金が介護保険から給付される場合 

（２）利用料金の全額をご契約者に負担いただく場合 

  があります。 

（１）介護保険の給付の対象となるサービス（契約書第４条参照） 

  以下のサービスについては、利用料金の大部分（食事と居住に係る自己負担額を除き

通常９割若しくは所得に応じた割合）が介護保険から給付されます。 

<サービスの概要> 

 ①食事 

 ・当施設では、管理栄養士の立てる献立表により、栄養並びにご契約者の身体の状況お

よび嗜好を考慮した食事を提供します。 

 ・管理栄養士が、ひとりひとりの食事の能力に応じて栄養ケア計画を作り栄養管理

及び栄養状態の改善等をマネジメントしています。 

 ・ご契約者の自立支援のため離床して食堂にて食事をとっていただくことを原則として

います。 

  （食事時間） 

  朝食：７：００～      昼食：１１：３０～     夕食：１７：００～ 

 ②入浴 

 ・入浴又は清拭を週２回行います。 

 ・寝たきりの方でも機械浴槽を使用して入浴することができます。  

 ③排泄 

 ・排泄の自立を促すため、ご契約者の身体能力を最大限活用した援助を行います。 

 ④機能訓練 

 ・機能訓練指導員により、ご契約者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに必要

な機能の回復又はその減退を防止するための訓練を実施します。 

 ⑤健康管理 

 ・医師や看護職員が、健康管理を行います。 

 ・歯科衛生士が、歯磨きや入れ歯の手入れにより、お口の病気を防ぎ、誤嚥性肺炎を予

防して全身の健康を保持増進します。 



 

 

 ⑥その他自立への支援 

 ・寝たきり防止のため、できるかぎり離床に配慮します。 

 ・生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを行うよう配慮します。 

・清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行なわれるよう援助します。 

 

<サービス利用料金（１日あたり）>（契約書第６条、第 18 条、第 19 条参照） 

下記の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付

費額を除いた金額（自己負担額）、食事及び居住に係る自己負担額の合計金額をお支払い

下さい。（サービスの利用料金は、ご契約者の要介護度に応じて異なります。） 

 

要介護度別料金表 ※１割負担の場合（所得に応じて負担割合が異なります。） 

利用者の要介護度 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

サービス利用料金 5,890 円 6,590 円 7,320 円 8,020 円 8,710 円 

1 

割 

うち介護保険から 

給付される額 
5,301 円 5,931 円 6,588 円 7,218 円 7,839 円 

負 

担 

サービス利用に係

る自己負担額 
589 円 659 円 732 円 802 円 871 円 

 

  加算にかかる料金表（１日あたり） 

加 算 区 分  
利 用 

料金等 

自己負担額 
内 容 説 明  

１割負担の場合 

日常生活継続 

支援加算 
360 円 36 円 

介護福祉士資格を有する職員を手

厚く配置することにより、可能な

限り個人の尊厳を保持しつつ日常

生活を継続することができるよう

支援いたします。 

看護体制加算（Ⅰ） 40 円 4 円 

常勤の看護師を１名以上配置し、

必要に応じて健康上の管理等を行

います。 

看護体制加算（Ⅱ） 80 円 8 円 

常勤の看護師を１名以上配置し、

施設から医療機関等への24時間連

絡体制を確保し、入所者の健康管

理を行います。 



 

 

個別機能訓練加算 120 円 12 円 

機能訓練指導員、看護職員、介護

職員、生活相談員、介護支援専門

員その他の職種の者が、共同して

入所者毎の個別機能訓練計画を作

成し計画に基づき計画的に機能訓

練を行います。 

口腔衛生管理加算 

（Ⅰ） 

１ヶ月 

 900 円 

１ヶ月 

90 円 

歯科医師の指示を受けた歯科衛生

士が、入所者に対し口腔ケアを月

２回以上行い、また介護職員に対

して、口腔ケアに係る技術的助言

及び指導等を行う場合に加算され

ます。 

口腔衛生管理加算

（Ⅱ） 

   １ヶ月 

 1,100 円 

１ヶ月 

        110 円 

口腔衛生加算（Ⅰ）の要件に加

え、口腔衛生等の管理に係る計画

の内容等の情報を厚生労働省に提

出し、当該情報その他口腔衛生等

の管理の適切かつ有効な実施のた

めに必要な情報を活用している場

合に加算されます。（Ⅰ）、（Ⅱ）

いずれか算定。 

個別機能訓練加算

（Ⅱ） 

  １ヶ月 

   200 円 

１ヶ月 

20 円 

個別機能訓練計画の内容等の情報

を厚生労働省に提出し、機能訓練

の実施に当たって、当該情報その

他機能訓練の適切かつ有効な実施

のために必要な情報を活用してい

る場合に加算されます。 

科学的介護推進 

体制加算 

   １ヶ月 

   500 円 

１ヶ月 

50 円 

入所者のADL値、栄養状態、口腔

機能、認知症の状況その他心身の

状況等に係る基本的な情報を厚生

労働省に提出し、必要に応じてサ

ービス計画を見直すなど、サービ

スの提供に当たって、上記の情報

その他サービスを適切かつ有効に

提供するために必要な情報を活用

している場合に加算されます。 

経口移行加算 280 円 28 円 

経管により食事をする利用者につ

いて、経口摂取を進めるために、

医師の指示に基づく栄養管理を行

った場合に180日を限度に利用料

が加算されます。 



 

 

経口維持加算 

(Ⅰ) 

１ヶ月 

4,000 円 

１ヶ月 

400 円 

摂食機能障害や誤嚥を有する入所

者に対し、医師又は歯科医師の指

示に基づき各職種が共同し食事の

観察及び会議等を行い、入所者ご

とに経口維持計画を作成している

場合であって、医師又は歯科医師

の指示に基づき管理栄養士等が栄

養管理を行った場合加算されま

す。 

 

経口維持加算 

(Ⅱ) 

 

１ヶ月 

1,000 円 

１ヶ月 

100 円 

経口維持加算(I)において行う食

事の観察及び会議等に医師、歯科

医師、歯科衛生士又は言語聴覚士

が加わった場合、経口維持加算

(I)に加えて加算されます。 

療養食加算 

(1回) 
60 円 6 円 

医師の発行する食事せんに基づき

提供された適切な栄養量及び内容

を有する糖尿食、腎臓病食、肝臓

病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病

食、高脂血症食、痛風食及び特別

な場合の検査食を提供した場合に

利用料が加算されます。 

初期加算 300 円 30 円 
入所後30日間に限り、加算されま

す。 

外泊（入院）時費用 2,460 円 246 円 

利用者が、入所期間中に入院また

は外泊された場合に１ヶ月に７

泊、月をまたがる場合には、１３

泊を限度に左記料金をいただきま

す。入院または外泊の初日と最終

日は期間に含みません。なお、入

院中または外泊中の入所生活介護

費は不要です。 

若年性認知症入所者

受入加算 
1,200 円 120 円 

若年性認知症利用者ごとに個別に

担当者を定め、その者を中心に、

利用者の特性やニーズに応じたサ

ービス提供を行います。 

夜勤職員配置加算 

（Ⅰ）ロ 
130 円 13 円 

夜勤を行う介護職員・看護職員の

数が最低基準を１名以上、上回っ

ている場合に加算されます。 

夜勤職員配置加算 

（Ⅲ）ロ 
160 円 16 円 

夜間時間帯を通じて、喀痰吸引等の

実施ができる介護職員を配置してお

り、夜勤を行う介護職員・看護職員

の数が、最低基準を1人以上上回っ

ている場合に加算されます。 



 

 

介護職員処遇改善 

加算（Ⅰ） 

所定総単位数

に１４．０％

を乗じた額 
左額の10％  

 ※所得に応じて自己負担割合が異なります。 

 ※ 介護職員処遇改善加算（Ⅰ）は、区分支給限度額の算定対象から除外されます。  

  



 

 

食費および居住費（介護保険給付外）  

区 分 
基準費用額 

第４段階 

 

 

第３段階

② 

 

 

第３段階

① 

 

第２段階 

 

第１段階 

 
説     明 

食 費 1,445 円 1,360 円 650 円 390 円 300 円 

食材料費および

調理に係る費用

と な っ て い ま

す。 

居住費 915 円 430 円 430 円 430 円 0 円 

当施設は法で定

められた多床室

の適用となり、

居住に係る光熱

水費相当分とな

っています。 

※ なお、上記のサービス利用料金の高額介護限度額および食費等の所得段階について

は、保険者において決定されます。 

☆介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の   

負担額を変更します。 

 

（２）介護保険の給付対象とならないサービス（契約書第５条参照） 

 以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。 

<サービスの概要と利用料金>  

  ①特別な食事 

    ご契約者のご希望に基づいて特別な食事を提供します。 

    利用料金：要した費用の実費 

  ②理美容 

 ［理美容サービス］ 

  理美容師の出張による理髪サービスをご利用いただけます。 

  利用料金：要した費用の実費 

 ③貴重品の管理 

 ［貴重品管理サービス］ 

  ご契約者の希望により、貴重品管理サービスをご利用いただけます。詳細は、以下の 

通りです。 

  利用料金：１ヶ月１，０００円 

（生活保護受給者及び月途中の入退所については無料とさせていただきます。） 

  ○管理する金銭の形態：施設の指定する金融機関に預け入れている預金 

  ○お預かりするもの：上記預貯金通帳と金融機関へ届け出た印鑑、有価証券、年金証   

書、健康保険者証等 

  ○保管管理者：施設長 



 

 

  ○出納方法： 手続きの概要は以下の通りです。  

  ・預金の預け入れ及び引き出しが必要な場合、備え付けの届出書を保管管理者へ提出   

していただきます。 

  ・保管管理者は上記届け出の内容に従い、預金の預け入れ及び引き出しを行います。 

  ・通帳保管担当者は、四半期ごとに通帳の写しを添付のうえ、預かり金管理状況通知

書をご契約者へ交付します。 

 ④レクリエーション、クラブ活動 

  ご契約者の希望によりレクリエーションやクラブ活動に参加していただくことができ  

ます。 

  利用料金：材料代等の実費をいただくこともあります。 

  i) 主なレクリエーション行事予定                                               

月 行 事 と そ の 内 容  

 ４月 花見（施設の庭・もしくは施設の近隣の桜の木の下でお花見をします。） 

 ５月 遠足（近くの公園等）／母の日（カーネーションを配りお祝いします。） 

 ６月 父の日（バラを配りお祝いします） 

 ７月 七夕祭り（模擬店等）／流しソーメン（竹を使い中庭で行います。） 

  ８月 夕涼み会（家族の方や、地域の皆さんとひとときを過ごします。） 

  ９月 敬老週間（ゲームや演芸会・家族会を催しお祝いします。） 

１０月 運動会（デイサービス利用者の方も参加され、一緒に運動会を行います） 

１１月 地区文化展出展（地区の作品展へ出展） 

１２月 

クリスマス会（職員や入所者の皆さんで歌や隠し芸を披露。ケーキやサン

タクロースのプレゼントも用意） 

餅つき（施設内で餅つきをします。） 

  １月 正月（おせち料理をいただき、新年をお祝いします。） 

  ２月 節分（施設内で節分行事を行います。） 

  ３月 ひな祭り（おひな様飾り） 

 毎月、誕生会、喫茶、物故者の月例法要等の行事を実施します。 

  ii)クラブ活動 

  カラオケ、アート、御詠歌、レク、茶話会等 

 



 

 

 ⑤サービス提供記録閲覧 

  ご契約者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧でき、複写物の交付を受け

られます。 

  ⑥日常生活上必要となる諸費用実費 

  利用者の希望等により、身の回り品として日常生活に必要な物品であって、歯ブラ

シ、歯磨き粉、入歯洗浄剤、個人使用の化粧品、個人持ちのウェットティッシュ、個

人持ちのティッシュペーパー等を提供する費用です。実費分負担していただきます。 

  おむつ代は介護保険給付対象となっていますのでご負担の必要はありません。 

 

☆経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することが

あります。その場合事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う２ヶ月前まで

にご説明します。 

 

（３）利用料金のお支払い方法（契約書第６条参照） 

 ５.（１）、（２）の料金・費用は、１ヶ月ごとに計算し、ご請求しますので、翌月の

末までに以下のいずれかの方法でお支払い下さい。（１か月に満たない期間のサービスに

関する利用料金は、利用日数に基づいて計算した金額とします。） 

ア．施設での現金支払 

イ．下記指定口座への振り込み 

和歌山県農業協同組合 美浜支店 普通預金 ５１６５５５５ 

口座名義人    歳計外
ｻ ｲ ｹ ｲ ｶ ﾞ ｲ

現金
ｹ ﾞ ﾝ ｷ ﾝ

御坊
ｺ ﾞ ﾎ ﾞ ｳ

日高
ﾋ ﾀ ﾞ ｶ

老人
ﾛ ｳ ｼ ﾞ ﾝ

福祉
ﾌ ｸ ｼ

施設
ｼ ｾ ﾂ

事務
ｼ ﾞ ﾑ

組合
ｸ ﾐ ｱ ｲ

 

会計
ｶ ｲ ｹ ｲ

管理者
ｶ ﾝ ﾘ ｼ ｬ

   植
ウエ

 野
ノ

 正
マサ

 也
ヤ

      

ウ．金融機関口座からの自動引き落とし（１ヶ月ごと翌月の２５日前後） 

ご利用できる金融機関 

  和歌山県農業協同組合 

  郵便局 

  紀陽銀行 

（４）入所中の医療の提供について 

 医療を必要とする場合は、ご契約者の希望により、下記協力医療機関において診療や入

院治療を受けることができます。（ただし、下記医療機関での優先的な診療・入院治療を

保証するものではありません。また、下記医療機関での診療・入院治療を義務づけるもの

でもありません。） 

①   協力医療機関 

 医療機関の名称  紀南病院 

 所  在  地   和歌山県田辺市新庄町４６番地の７０ 

 診  療  科   総合 



 

 

 医療機関の名称   医療法人 黎明会 北出病院  

 所  在  地   和歌山県御坊市湯川町財部７２８の４ 

診  療  科 
内科・胃腸科・肛門科・脳神経外科・外科 

整形外科・リハビリテーション科 

 医療機関の名称   医療法人 北裏外科病院 

 所  在  地   和歌山県御坊市湯川町小松原４５４ 

 診  療  科   整形外科 

②   協力歯科・眼科医療機関 

 医療機関の名称   岩崎歯科クリニック 

 所  在  地   和歌山県日高郡みなべ町芝４４１－９ 

 医療機関の名称   くりもと歯科医院 

 所  在  地   和歌山県御坊市湯川町財部６４１－２４ 

 医療機関の名称   えのもと眼科 

 所  在  地   和歌山県御坊市薗９５ 

 

６．終末のお世話について 

当施設においては、高度な医療行為や延命治療は行えません。しかし、ご本人とご家族

のご希望があれば、当施設の看取りに関する指針に基づき、安らかな最期を迎えられるよ

う最善を尽くさせていただきます。 

 

７．施設を退所していただく場合（契約の終了について） 

 当施設との契約では契約が終了する期日は特に定めていません。従って、契約書第 14

条のような事由がない限り、継続してサービスを利用することができますが、契約書第16

条のような事項に該当するに至った場合には、当施設との契約は終了し、ご契約者に退所

していただくことになります。その際事業者は、ご契約者の希望により、円滑な退所のた

めに必要な援助（契約書第 17 条参照）をご契約者に対して速やかに行います。 

 

８．施設サービスが提供できない場合（契約書第 18 条参照） 

（１）ご契約者が、入院して医療・治療が必要と判断された場合、医療機関との入院時

の書類上の手続き、入院中のお世話については、代理人もしくはご家族でお願いい

たします。ご家族等が遠方その他特別な事情により、前記のことができない場合

は、施設にご相談下さい。 

 ※入院中は、短期入所生活介護等でベッドを使用する場合がありますので、ご了承下

さい。 



 

 

（２）施設として、適切な介護福祉施設サービスを提供することが困難な場合。 

 

９．身元引受人（契約書第 20 条参照） 

契約締結にあたり、代理人を選任指名し契約書に署名捺印をお願いいたします。代理人

は、ご契約者の身元引受人を務めていただくことになります。ただし、身元引受人を選任

できない相当な理由が認められる場合は、この限りではありません。 

 

10．苦情の受付について（契約書第 21 条参照） 

（１）当施設における苦情の受付 

 当施設における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

○苦情受付窓口（担当者） 

     ［生活相談員］ 宮 本 康 夫 

○苦情解決責任者 

［施 設 長］ 立 花 太 一 

○苦情解決第三者委員 

 小松 敬二［有職者］    岡本 恒男［有識者］ 

川口 富士夫［社会福祉士］  岡本 眞美［有識者］ 

○受付時間   毎週月曜日～金曜日  午前８時３０分～午後５時１５分 

○電話番号・ＦＡＸ 

０７３９－７５－２６１８（代）・０７３９－７５－２６５１ 

 苦情受箱を特別養護老人ホームときわ寮梅の里事務所カウンターに設置しています。 

 

（２）行政機関その他苦情受付機関 

 

 みなべ町介護保険担当課 

  （健康長寿課） 

  所在地      日高郡みなべ町東本庄１００番地 

  電話番号・ＦＡＸ  0739-74-3337  0739-74-8013 

  受付時間     午前８時３０分～午後５時１５分 

  

 国民健康保険団体連合会 

  所在地            和歌山市吹上二丁目１番２２号 

  電話番号・ＦＡＸ 073-427-4662  073-427-4664 

  受付時間          午前９時～午後５時 

 

 和歌山県社会福祉協議会 

  所在地            和歌山市手平２丁目１－２ 

  電話番号・ＦＡＸ 073-435-5527   073-435-5584 

  受付時間          午前９時～午後５時３０分 

 

11．提供するサービスの第三者評価の実施状況について 

実施の有無   現在実施していません  
実施した直近の年月日   
実施した評価機関の名称  
評価結果の開示状況   

 



 

 

令和   年  月  日 

 

 指定介護福祉施設サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行

い、重要事項説明書を交付しました。 

指定介護老人福祉施設 特別養護老人ホームときわ寮梅の里 

説明者職名  生活相談員    氏 名     宮本 康夫    ㊞ 

 

 私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定介護福祉施設サービス

の提供開始に同意し、重要事項説明書を受領しました。 

 

         契約者住所   

 

                  氏 名                  ㊞ 

 

 

    代理人（身元引受人）住所 

 

                                 氏 名                              ㊞ 

             契約者との続柄 

 

 

 ※この重要事項説明書は、厚生労働省令第３９号（平成１１年３月３１日）第４条の規定

に基づき、入所申込者又はその家族への重要事項説明のために作成したものです。 

 

  



 

 

＜重要事項説明書付属文書＞ 

１．施設の概要 

（１）建 物 の 構 造             鉄筋コンクリート造 一部２階建 

（２）建物の延べ床面積   ２，９４７㎡ 

（３）併 設 事 業          

  当施設では、次の事業を併設して実施しています。 

 [短期入所生活介護]令和２年 ４月 １日指定 和歌山県指定 第 3072100146 号                             

定員１０名 

 [通 所 介 護]令和２年 ４月 １日指定 和歌山県指定 第 3072100245 号                             

定員３５名 

 [居宅介護支援事業]平成２９年 ５月 １日指定 和歌山県指定 第 3072100146 号 

（４）施 設 の 周 辺 環 境          

  建物は、静かな山間部にあり、周囲には梅園が拡がり緑が多い明るい環境である 

 

２．職員の配置状況 

<配置職員の職種> 

介 護 職 員 … ご契約者の日常生活上の介護並びに健康保持のための相談・助言

等を行います。 

生 活 相 談 員 … ご契約者の日常生活上の相談に応じ、適宜生活支援を行います。 

１名の生活相談員を配置しています。 

看 護 職 員 … 主にご契約者の健康管理や療養上の世話を行いますが、日常生活

上の介助等も行います。 

５名の看護職員を配置しています。 

機能訓練指導員 … 契約者の機能訓練を担当します。 

１名の機能訓練指導員を配置しています。 

介護支援専門員 … ご契約者に係る施設サービス計画（ケアプラン）を作成します。 

１名の介護支援専門員を配置しています。 

管 理 栄 養 士 … ご契約者の栄養管理を担当します。 

             １名の管理栄養士を配置しています。 

歯 科 衛 生 士 … ご契約者の口腔ケアを担当します。 

                    １名の歯科衛生士を配置しています。 

医 師 … ご契約者に対して健康管理及び療養上の指導を行います。 

１名の嘱託医師を配置しています。 

 

※介護職員と看護職員を合わせた人数が、利用者３名に対して 1 名以上配置しています。 



 

 

３．契約締結からサービス提供までの流れ 

 ご契約者に対する具体的なサービス内容やサービス提供方針については、入所後作成 

する「施設サービス計画（ケアプラン）」に定めます。 

｢施設サービス計画（ケアプラン）｣の作成及びその変更は次の通り行います。（契約

書第３条参照） 

  

 

 ①当施設の介護支援専門員（ケアマネージャー）に施設サービス計画の原案 

 作成やそのために必要な調査等の業務を担当させます。 

 

 

 ②その担当者は施設サービス計画の原案について、ご契約者及びその家族等 

 に対して説明し、同意を得たうえで決定します。 

 

 

 ③施設サービス計画は、要介護認定有効期間に１回、もしくはご契約者及び 

 その家族等の要請に応じて、変更の必要があるかどうかを確認し、変更の 

 必要のある場合には、ご契約者及びその家族等と協議して、施設サービス 

 計画を変更します。 

 

 

 ④施設サービス計画が変更された場合には、ご契約者に対して書面を交付し 

 その内容を確認していただきます。 

 

 

 

４．サービス提供における事業者の義務（契約書第８条、第９条参照） 

当施設は、ご契約者に対してサービスを提供するにあたって、次のことを守ります。 

①ご契約者の生命、身体、財産の安全・確保に配慮します。 

②ご契約者の体調、健康状態からみて必要な場合には、医師又は看護職員と連携の

うえ、ご契約者から聴取、確認します。 

③ご契約者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の３０日前までに、要介護

認定の更新のために必要な援助を行います。 

④ご契約者に提供したサービスについて記録を作成し、５年間保管するとともに、

ご契約者又は代理人の請求に応じて閲覧させ、複写物を交付します。 

⑤施設は、サービスを提供するに当たっては、当該利用者又は他の利用者の生命又

は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行

動を制限する行為（以下「身体拘束」という。）は原則的に行いません。なお、

緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、身体拘束廃止委員会においてその必要性



 

 

や態様等について検討を行い、事前に利用者又は家族に、必要性やその態様を詳

しく説明し、同意を得た上で行い、その後、行った身体拘束の態様等の状況を記

録します。 

⑥ご契約者の感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止、事故が発生又は再発防止のため

の対策を講じます。 

⑦サービス従事者は、ご契約者に対し褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うものとし、

また発生を防止するための対策を講じます。 

⑧事業者及びサービス従事者又は従業員は、サービスを提供するにあたって知り得

たご契約者又はご家族等に関する事項を正当な理由なく、第三者に漏洩しませ

ん。 ただし、ご契約者に緊急な医療上の必要性がある場合には、医療機関等にご

契約者の心身等の情報を提供します。 また、ご契約者の円滑な退所のための援助

を行う際には、あらかじめ文書にて、ご契約者の同意を得ます。 

 

５．緊急時の対応方法 

ご契約者に容態の変化等があった場合は、医師に連絡する等必要な処置を講ずるほか、

ご家族の方に速やかに連絡いたします。  

【第１緊急連絡先】 

氏 名   

住 所  〒  

電話番号   

続 柄   

携帯等   

【第２緊急連絡先】 

氏 名   

住 所  〒  

電話番号   

続 柄   

携帯等   

 



 

 

【第３緊急連絡先】 

氏 名   

住 所  〒  

電話番号   

続 柄   

携帯等   

 

６．事故発生時の対応 

事故防止には最善を尽くしますが、万が一事故が発生した場合、前記でお知らせいただ

いている緊急連絡先へ速やかに連絡します。また、必要に応じて地方公共団体など関係機

関にも連絡します。事故を調査した結果に基づいて、ご家族等にその発生状況やその後の

対応について事実を十分に説明し、誠意ある態度で対応します。 

 

７．施設利用の留意事項 

 当施設のご利用にあたって、施設に入所されている利用者の共同生活の場としての快適

性、安全性を確保するため、下記の事項をお守り下さい。 

（１）持ち込みの制限 

  入所にあたり、アルコール類は原則として持ち込むことができません。 

（２）面会 

  面会時間   午前８時００分～午後７時００分 

  ※来訪者は、必ず面会簿に記入するとともにその都度職員に届け出てください。 

  ※なお、来訪される場合、Ｏ１５７、食中毒の関係上生物等食べ物の持ち込みはご遠   

慮ください。 

（３）外出・外泊（契約書第 18 条参照） 

  外出、外泊をされる場合は、事前にお申し出下さい。 

  但し、外泊については、原則として 1 ヵ月につき連続して７泊、月をまたいでい  

る場合には連続して１３泊以内とさせていただきます。 

  なお、外泊期間中、1 日につき１割負担の方（所得に応じて負担割合が異なりま

す。）は２４６円（介護保険から給付される費用の一部）をご負担いただきます。 

（４）食事 

  食事が不要な場合は、前日までにお申し出下さい。前日までに申し出があった場合に  

は、重要事項説明書 ５（１）に定める「食事に係る自己負担額」は減免されます。 

（５）施設・設備の使用上の注意（契約書第 10 条参照） 

  ○居室及び共用施設、敷地をその本来の用途に従って利用して下さい。 



 

 

  ○故意に、又はわずかな注意を払えば避けられたにもかかわらず、施設、設備を壊し   

たり、汚したりした場合には、ご契約者に自己負担により原状に復していただく    

か、又は相当の代価をお支払いいただく場合があります。 

  ○ご契約者に対するサービスの実施及び安全衛生等の管理上の必要があると認められ   

る場合には、ご契約者の居室内に立ち入り、必要な措置を取ることができるものと

します。ただし、その場合、ご本人のプライバシー等の保護について、十分な配慮

を行います。 

  ○当施設の職員や他の入所者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営利   

活動を行うことはできません。 

（６）喫煙 

  施設内の喫煙スペース以外での喫煙はできません。  

 

８．損害賠償について（契約書第 11 条、第 12 条参照） 

当施設において、事業者の責任によりご契約者に生じた損害については、事業者は速や

かにその損害を賠償いたします。守秘義務に違反した場合も同様とします 

  ただし、その損害の発生について、ご契約者に故意又は過失が認められる場合には、ご

契約者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、事業者の損害賠償責

任を減じる場合があります。 


